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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第74期

前第３四半期
連結累計期間

第75期
当第３四半期
連結累計期間

第74期

会計期間
自　2020年４月１日
至　2020年12月31日

自　2021年４月１日
至　2021年12月31日

自　2020年４月１日
至　2021年３月31日

売上高 （百万円） 49,485 48,018 67,955

経常利益 （百万円） 4,135 3,357 5,419

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（百万円） 2,751 2,229 3,500

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 2,884 2,326 3,752

純資産額 （百万円） 27,932 29,725 28,800

総資産額 （百万円） 50,271 49,954 51,971

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 65.97 53.46 83.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 55.2 59.1 55.1

 

 

回次

 

第74期
前第３四半期
連結会計期間

第75期
当第３四半期
連結会計期間

 

会計期間

 

自　2020年10月１日
至　2020年12月31日

自　2021年10月１日
至　2021年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 33.40 30.97

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標となっております。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　当社の企業集団は、当社、子会社６社、親会社１社で構成され、主な事業内容は建設事業であります。当社は建設

業を営んでおります。連結子会社緑興産株式会社は土木工事業と材料販売、損害保険等の代理店を営んでおり、当社

は施工する工事の一部を発注するとともに、材料等の仕入れを行っております。連結子会社山口アースエンジニアリ

ング株式会社、島根アースエンジニアリング株式会社、愛媛アースエンジニアリング株式会社、福井アースエンジニ

アリング株式会社（※2021年10月8日設立、建設業許可を2022年2月末に取得予定）は、土木工事業を営んでおりま

す。また、PT NITTOC CONSTRUCTION INDONESIAは、同じく土木工事業を営んでおり、当社は施工する工事の一部をこ

の子会社から受注しております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

（１）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による経済活動の制限が

続き、依然として厳しい状態で推移しました。また全国的にワクチン接種が進んだことにより感染の収束が期待され

ていましたが、新たな変異株が見つかるなど、先行きは依然不透明な状況が続いております。

　建設市場におきましては、公共建設投資は高水準で推移しておりますが、民間設備投資については、企業収益の減

少や先行きの不透明感の高まりにより慎重な動きが続くと思われます。

　このような事業環境の中で当社グループは、2020年５月８日に公表しました中期経営計画2020（2020年度～2022年

度）において、「Next Challenge StageⅡ」をテーマにこの３年間の事業戦略を「働き方改革の実現を軸に働き手の

確保と生産性の向上を図る」と共に、「顧客信頼を確保し、市場の期待に応え事業拡大を図る」、同時に「長期的な

建設市場の変化を見据え、維持補修分野における技術力・営業力を強化し、優位性のある技術開発でシェアの拡大を

目指す」とし、事業戦略を実現するための課題として、人的資源の確保と育成、生産性の向上、法面補修技術の開

発、海外事業の強化など新しい分野への挑戦に取り組んでおります。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。

 

① 受注高、売上高

　受注高は、上期同様に国内の基礎工事を主体に順調に推移し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた海外

事業でも地盤改良工事の受注が計上されたことにより55,056百万円（前年同期比7.4％増）となりました。

　主な工事別では、国土強靭化による事業を主体に、基礎工事に人的資源を集中させる方針のもと法面工事は28,265

百万円（同9.4％増）、基礎・地盤改良工事は18,509百万円（同11.9％増）、土木工事は1,774百万円（同31.4％減）

となりました。

　売上高は、当社が関わる震災他災害復旧工事が一段落したこと及び前年度計上した大型工事が減少したことによ

り、前々年同四半期から2.3％増加しましたが、前年同四半期からは3.0％減少し48,018百万円となりました。

 

② 損益

　販売費及び一般管理費は、前年同四半期比で192百万円増加し5,598百万円（前年同期比3.6％増）となりました。

その要因は、働き方改革を進めながらの従業員の賞与水準の引き上げ、研究開発費の増加及び新型コロナウイルス感

染症対策で制限していた行動を徐々に再開したことによる旅費等の増加によるものです。その結果、営業利益は

3,298百万円（同19.4％減）、経常利益は3,357百万円（同18.8％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,229

百万円（同19.0％減）となりました。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,033百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ90百万円増加しております。詳細につきましては、「第４　経理の状況　１．四半期連

結財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」をご参照ください。

　また、新型コロナウイルス感染症拡大による当第３四半期連結累計期間における業績への影響は、工事の中断もな

く軽微でありました。

 

 

（２）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における財政状態は、総資産が49,954百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,016

百万円減少しております。これは主に、現金預金が1,724百万円、その他（未収入金）が671百万円増加した一方、受

取手形・完成工事未収入金等及び契約資産が2,393百万円、電子記録債権が428百万円、未成工事支出金が816百万

円、繰延税金資産が626百万円減少したことによるものであります。

　負債合計は、20,229百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,942百万円減少しております。これは主に、支払手

形・工事未払金等が605百万円増加した一方、短期借入金が278百万円、未成工事受入金が893百万円、未払法人税等

が1,238百万円、賞与引当金が1,184百万円減少したことによるものであります。

　純資産合計は29,725百万円となり、前連結会計年度末に比べ925百万円増加しております。これは主に、親会社株

主に帰属する四半期純利益が2,229百万円の純利益となった一方、1,501百万円の配当を実施したことによるものであ

ります。
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（３）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フローの状況については、同期間の四半期連結キャッシュ・

フロー計算書を作成していないため、記載を省略しております。

 

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な

変更はありません。

 

 

（５）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、332百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（2021年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年２月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 41,708,367 41,708,367
東京証券取引所

（市場第一部）

株主としての

権利内容に制

限のない標準

となる株式で

あり、単元株

式数は100株で

あります。

計 41,708,367 41,708,367 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　　　　　　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　　　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

2021年10月１日～

2021年12月31日
　　　　　 － 　41,708,367 － 6,052 － 1,753

 

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2021年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 500

完全議決権株式（その他）
普通株式

（注）１
41,560,800

（注）１

415,608
－

単元未満株式
普通株式

（注）２
147,067 － －

発行済株式総数  41,708,367 － －

総株主の議決権  － 415,608 －

　（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株（議決権5個）含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式55株が含まれております。

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

日特建設株式会社

東京都中央区東日

本橋３丁目10番６

号

500 － 500 0.00

計 － 500 － 500 0.00

　（注）　株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が250株（議決権2個）あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式に200株、単元未満株

式に50株含まれております。

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）退任役員

役職名 氏名 退任年月日

取締役 屋宮康信 2021年９月30日

 

（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性13名　女性0名（役員のうち女性の比率0.0％）
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、監査法人保森会計事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 17,722 19,446

受取手形・完成工事未収入金等 19,666 －

受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 － ※３ 17,273

電子記録債権 2,921 ※３ 2,493

商品及び製品 9 23

販売用不動産 0 0

未成工事支出金 1,359 542

材料貯蔵品 243 261

その他 360 976

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 42,282 41,016

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） 1,645 1,603

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 1,133 1,028

土地 2,638 2,578

リース資産（純額） 13 1

建設仮勘定 166 206

その他（純額） 2 2

有形固定資産合計 5,598 5,419

無形固定資産 445 609

投資その他の資産   

投資有価証券 974 1,027

繰延税金資産 2,127 1,501

その他 602 420

貸倒引当金 △59 △39

投資その他の資産合計 3,644 2,909

固定資産合計 9,689 8,938

資産合計 51,971 49,954
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 11,339 ※３ 11,944

短期借入金 278 －

未成工事受入金 2,032 1,139

リース債務 3 0

未払法人税等 1,274 35

完成工事補償引当金 24 23

工事損失引当金 286 154

賞与引当金 1,501 316

役員賞与引当金 36 －

その他 2,156 2,199

流動負債合計 18,931 15,813

固定負債   

リース債務 5 4

退職給付に係る負債 4,162 4,339

その他 71 71

固定負債合計 4,239 4,415

負債合計 23,171 20,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,052 6,052

資本剰余金 2,022 1,753

利益剰余金 21,419 21,461

自己株式 △1,057 △0

株主資本合計 28,436 29,266

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 312 346

為替換算調整勘定 △34 △12

退職給付に係る調整累計額 △95 △67

その他の包括利益累計額合計 183 266

非支配株主持分 180 193

純資産合計 28,800 29,725

負債純資産合計 51,971 49,954
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

売上高   

完成工事高 49,291 47,865

その他の事業売上高 193 152

売上高合計 49,485 48,018

売上原価   

完成工事原価 39,863 39,041

その他の事業売上原価 124 80

売上原価合計 39,988 39,121

売上総利益   

完成工事総利益 9,428 8,824

その他の事業総利益 68 72

売上総利益合計 9,497 8,897

販売費及び一般管理費 5,406 5,598

営業利益 4,090 3,298

営業外収益   

受取利息 13 5

受取配当金 32 33

特許関連収入 10 15

為替差益 16 6

その他 6 24

営業外収益合計 78 85

営業外費用   

支払利息 5 4

支払保証料 23 17

その他 4 3

営業外費用合計 33 25

経常利益 4,135 3,357

特別利益   

固定資産売却益 3 0

特別利益合計 3 0

特別損失   

固定資産除売却損 3 4

特別損失合計 3 4

税金等調整前四半期純利益 4,135 3,353

法人税、住民税及び事業税 1,038 564

法人税等調整額 353 557

法人税等合計 1,391 1,122

四半期純利益 2,744 2,231

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△6 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,751 2,229
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

四半期純利益 2,744 2,231

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 59 34

為替換算調整勘定 48 33

退職給付に係る調整額 32 27

その他の包括利益合計 140 95

四半期包括利益 2,884 2,326

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,875 2,313

非支配株主に係る四半期包括利益 9 12
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによ

り、主に建設事業に係る収益について、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての工事について履行義

務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足

に係る進捗率の見積りの方法は、発生原価に基づくインプット法によっております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高が1,033百万円、売上原価が942百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ90百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高

は102百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示して

いた「受取手形・完成工事未収入金等」は、第１四半期連結会計期間の期首より「受取手形・完成工事未収入

金等及び契約資産」と表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取

扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期

財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに

従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりませ

ん。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表

に与える影響はありません。

 

 

（追加情報）

（連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用）

　当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第8号）において創設され

たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目に

ついては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応

報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、

改正前の税法に基づいております。

 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症拡大の収束時期については依然として不透明でありますが、経済活動の維持のため

今後も工事を継続することを前提に、会計上の見積りを会計処理に反映しております。しかしながら、新型コロ

ナウイルス感染症拡大による影響は不確定要素が多く、様々な要因により経営環境が大きく変化した場合には、

当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

１　偶発債務

関係会社の受注工事に対する契約履行保証について債務保証を行っております。

 

 
前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

PT NITTOC CONSTRUCTION

INDONESIA

142百万円

(18,812百万IDR)

150百万円

(18,613百万IDR)

 

 

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結しております。

貸出コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

貸出コミットメントの総額 2,200百万円 2,200百万円

借入実行残高 － －

差引額 2,200 2,200

 

 

※３　当第３四半期連結会計期間末日の満期手形等の会計処理については、手形交換日または決済日をもって決済処

理しております。なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形等が当第

３四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度
（2021年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（2021年12月31日）

受取手形 －百万円 115百万円

電子記録債権 －百万円 8百万円

支払手形 －百万円 351百万円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　当社グループの売上高は、通常の受注形態として第３四半期以降に完成する工事の割合が大きく、業績に季節

的変動があります。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりで

あります。

 
前第３四半期連結累計期間

（自 2020年４月１日
至 2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 2021年４月１日
至 2021年12月31日）

減価償却費 294百万円 369百万円
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（株主資本等関係）

　前第３四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年12月31日）

配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の総額 配当金の原資
１株当たり

の配当額
基準日 効力発生日

2020 年 ６ 月 25 日

定 時 株 主 総 会
普通株式 1,167百万円 利益剰余金 28.00円 2020年３月31日 2020年６月26日

2020 年 11 月 ６ 日

取 締 役 会
普通株式 333百万円 利益剰余金 8.00円 2020年９月30日 2020年11月30日

 

　当第３四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年12月31日）

１．配当に関する事項

　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の総額 配当金の原資
１株当たり

の配当額
基準日 効力発生日

2021 年 ６ 月 25 日

定 時 株 主 総 会
普通株式 1,167百万円 利益剰余金 28.00円 2021年３月31日 2021年６月28日

2021 年 11 月 ５ 日

取 締 役 会
普通株式 333百万円 利益剰余金 8.00円 2021年９月30日 2021年11月30日

 

２．当社は、2021年５月７日開催の取締役会決議に基づき、2021年５月31日付で、自己株式2,210,924株の消

却を実施しております。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が269百万円、利益剰余

金が788百万円及び自己株式が1,057百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が

1,753百万円、利益剰余金が21,461百万円及び自己株式が0百万円となっております。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前第３四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

2021年４月１日 至 2021年12月31日）

       　当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するため、定期的に検討を行う対象となっております。

  　  　当社グループは、建設事業のほかに商品資材販売等事業、及び保険代理業の事業活動を展開しておりますが、

それらは開示情報としての重要性に乏しく、建設事業の単一セグメントとなるため記載を省略しております。

 

 

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第３四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年12月31日）　　　　　　　（単位：百万円）

 建設事業 その他の事業 合計

基礎工事 45,759 ─ 45,759

土木工事 1,348 ─ 1,348

地質コンサルタント 187 ─ 187

その他 570 152 723

顧客との契約から生じる収益 47,865 152 48,018
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年12月31日）

　１株当たり四半期純利益金額 　　　　　　　　65円97銭 　　　　　　　　53円46銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万

円）
2,751 2,229

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
2,751 2,229

普通株式の期中平均株式数（千株） 41,709 41,707

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりであります。

(1)　決議年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年11月５日

(2)　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 333百万円

(3)　１株当たりの額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8円

(4)　支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　　　　2021年11月30日

（注）2021年９月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行っております。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2022年２月４日

日特建設株式会社

取締役会　御中

 

監査法人　保森会計事務所

　　　東京都港区

 

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 若　 林　 正　 和　 印

 

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 山　 﨑　 貴　 史　 印

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日特建設株式会

社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2021年10月１日から2021年12月

31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日特建設株式会社及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点

において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
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うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 
 

 
　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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